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○大崎上島町スズメバチの巣駆除費助成金支給要綱 

令和７年５月３０日 

告示第４９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、住宅敷地内等に営巣して人に危害を及ぼすおそれがあ

るスズメバチの巣を駆除する者に対し、その費用の一部を助成することに

より、早期の駆除を促進し、もって町民生活の安全の確保に資することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） スズメバチ ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバ

チ亜科に属するものをいう。 

（２） 駆除 スズメバチの巣を取り除く等により、当該スズメバチが巣

を利用できない状況にすることをいう。 

（３） 駆除事業者 スズメバチの巣の駆除を業とするものをいう。 

（助成の対象となる巣） 

第３条 助成金の支給の対象となる巣は、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

（１） 町内にあるスズメバチの巣であって、現にスズメバチが活動をし

ているもの 

（２） 居住の用に供する建物若しくはその敷地内（以下「建物等」とい

う。）又は日常的に通行する道路の付近にあって人に危害を及ぼすおそ

れがあるもの 

（助成対象者） 

第４条 助成金の支給の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 駆除事業者に委託して駆除した者 

（２） スズメバチの巣を駆除した日（以下「駆除日」という。）におい

て、町の住民基本台帳（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第
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５条に規定する住民基本台帳をいう。）に記録されている者 

（３） 町税等の滞納がない者 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、駆除に要した費用に２分の１を乗じて得た額（１，

０００円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額）とし、１

万円を上限とする。 

２ 助成金の支給は、一の建物等につき、同一年度内に１回限りとする。 

（助成金の申請） 

第６条 助成金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

大崎上島町スズメバチの巣駆除費助成金支給申請書兼請求書（様式第１号）

に、次に掲げる書類を添付し、駆除日が属する年度の末日までに町長に提

出しなければならない。 

（１） 駆除に要した費用の明細が記載された領収書の写し 

（２） 駆除を実施した場所の位置図 

（３） 駆除の実施前及び駆除の実施後の写真（駆除の状況が分かるもの） 

（４） その他町長が必要と認める書類 

（助成金の支給） 

第７条 町長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、当該申請者に大崎上島町スズメバチの巣駆除費

助成金支給決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、第５条の規

定により算出した金額を当該助成金の支給の決定を受けた者（以下「支給

決定者」という。）に対し、速やかに助成金を支給するものとする。 

（支給の取消し） 

第８条 町長は、支給決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたとき。 

（２） この要綱の規定に違反したとき。 

２ 町長は、前項の取消しを決定した場合は、その旨を当該支給決定者に通

知するものとする。 
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（助成金の返還） 

第９条 町長は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消し

に係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、当該取消しを決

定した日の翌日から３０日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものと

する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年６月１日から施行し、同日以後の駆除から適用する。 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

 


